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　 2 0 1 2（ 平成2 4 ）年に、霧島山に加えて、神造島、若尊鼻などの錦江湾奥の海域も 含め

た「 霧島錦江湾国立公園」が誕生し 、自然環境に対する 関心が高まっ ている 一方で、市

街地開発や排水によ る 河川・ 海の汚濁などの進行によ り 、自然環境が損なわれる おそ

れがあり 、併せて、本市に生息・ 生育する絶滅危惧種のク ロ ツラ ヘラ サギ※1や国指定天

然記念物のノ カ イ ド ウ※2 を はじ め、様々な野生生物の多様性を 保全し ていく こ と も 課

題と なっ ています。

　 また、本市は、概ね良好な生活環境を 維持し ていますが、今後も 快適で健全な生活を

営むために、自動車や工場等の排ガス対策、事業場の騒音・ 振動防止対策及び水資源

の保全や適正利用を はじ めと する 健全な水環境の保全対策を 推進し ていく 必要があ

り ます。

　 こ れら の環境問題に対する 関心や意識の向上を 図る ため、こ れまで、市やN PO ※3  等

によ る 環境講座、植林活動のほか、錦江湾ク リ ーン アッ プ 作戦やふれあいボラ ン テ ィ

アの日を 中心と し た市民によ る 清掃活動などに取り 組んでき ており 、今後も 市民一人

ひと り が、人と 環境と の関わり について理解を 深め、環境に配慮し た生活や行動を と

る こ と が求めら れます。

※1   ク ロツラ ヘラ サギ  ／  朝鮮半島北西部で繁殖し 、冬季になると ベト ナム、台湾、香港、朝鮮半島南西部などで越冬する。日本に
は冬季に少数飛来する冬鳥。開発による生息地の破壊、狩猟などにより 生息数が減少し 、絶滅危惧種に指定さ れている。

※2   ノ カ イ ド ウ  ／  霧島山にのみ自生するバラ 科の植物。洪水などによっ て広範囲で植生が失われた場所に定着し た種であると
考えら れており 、遷移によっ て植生が変化し 日当たり が悪く なるに従っ て急速に衰退し つつあるこ と から 、絶滅危惧種に指定さ
れている。

※3   N PO   ／  非営利活動法人（ N o n  Pro f it O rg an iza tio n の略称）。ボラ ンティ ア活動などの社会貢献活動を 行う 、営利を目的と
し ない団体を 指す。

施策

人と 自然が共生し
快適で良好な生活環境の形成

2-1

施策の現状と 課題

施策で目指す姿

　 環境学習・ 環境保全活動を積極的に推進し 、市民や事業者の環境保全意識の向

上を 図ると と も に、市民や事業者等と 協働し て自然環境の保全や形成に取り 組

むこ と で、山、川、海など多彩で豊かな自然環境を次世代に引き継いでいき ます。
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※4   CO D   ／  水質汚濁の指標の一つ。水中に有機物などの物質がどれく ら い含まれるかを 、酸化剤の消費量を 酸素の量に換算し
て示さ れる。

1 
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然
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政
策
２

成 果 指 標

森林整備計画

環境基本計画

地球温暖化対策実行計画

生活排水対策推進計画

林務水産課

環境衛生課

環境衛生課

環境衛生課

2 0 16 -2 0 2 5

2 0 18 -2 0 2 7

2 0 18 -2 0 2 2

2 0 18 -2 0 2 7

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2827計画期間（ 西暦）個別計画名 担当課

関 連
個別計画

政策２ 　 く ら し 　 みどり あふれる 快適で 暮らし 続けたいまち づく り

自然環境が保全さ れていると 感じ る 

市民の割合A

生活環境が向上し ていると 感じ る 

市民の割合B

１ ～ 1 5 年生（ ３ 齢級以下）の森林面積C

環境基準達成率D

海域の環境基準（ CO D ※4）達成地点数E

成果指標

減少の抑制を
目指します

増加の抑制を
目指します

更なる減少を
目指します

更なる増加を
目指します

2 014

6 5 .0

6 0 .0

7 0 .0

7 5 .0

8 0 .0

2 0 15 2 0162 0132 012

7 3 .2
7 5 .0

74 .174 .3

7 2 .0

（ % ）

環境基準達成率

80.0%

現状値
（ 年・ 年度）

目標値
（ 2022年・ 年度）

71.4%

（ 2017）

26.8%

（ 2017）
48.0%

74.1%

（ 2016 ）

3地点

（ 2016）

485.0ha

80.0%

4地点

385.0ha

（ 2016）

■ 関連データ
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施策

人と 自然が共生し 快適で良好な生活環境の形成2-1

　 森林が持つ水源かん養※5、二酸化炭素の吸収・ 固定、土砂災害の防止などの多面的

な機能を 維持・ 増進する ため、森林を 適切に管理する と と も に、霧島市天降川等河川

環境保全条例や関係法令等に基づき 、錦江湾や河川等の水辺の自然を 保全し ます。

　 また、各種事業の実施に当たっ ては、計画段階において、自然環境に与える影響を 予

測・ 回避し 、自然環境の保全に努めます。

　 さ ら に、自然保護に関する 各種行事や環境学習等を 通し て、市民や事業者の自然保

護意識の向上を 図り ます。

自然環境の保全1.

　 大気汚染物質や騒音の測定結果を 的確に把握し 、必要に応じ 、関係機関へ改善要請

を 行う などの保全対策を 講じ ると と も に、工場や事業場から 発生する悪臭・ 騒音・ 振

動については、法令に基づき 、規制基準の周知や適切な指導を 行います。

　 また、大気・ 悪臭・ 騒音・ 振動に関する 相談が寄せら れた場合には、迅速な実態把

握に努め、実情に応じ て適切に対応し ます。

　 さ ら に、市が管理する 焼却施設などの適正な維持管理に努め、大気汚染物質等の排

出抑制を 図り ます。

大気・ 音環境の保全2.

　 下水道整備や合併処理浄化槽の普及推進・ 適正管理な ど、地域の実情に応じ た排水処

理を 推進する と と も に、家庭で実践でき る 生活排水対策などの普及啓発に取り 組みます。

　 また、水質汚濁防止法等に基づき 、関係機関と 連携し 、工場・ 事業場の適正な排水処

理を 推進し ます。

　 さ ら に、霧島市水資源保全条例に基づき 、水資源の適切な管理を 実施し ます。

水環境の保全3.

　 文化財保護法などの関係法令等に基づき 、天然記念物や希少な野生生物の保全を 図

る ため、希少野生生物の生息・ 生育状況の把握に努める と と も に、有効な保全対策を

推進し ます。

　 また、シカ 等の有害鳥獣による 生態系への影響を 軽減するため、国や県と 連携し 、中

山間地域※6における有害鳥獣の適正個体数の管理に努める と と も に、外来生物の適切

な飼育や栽培方法を 周知・ 啓発し ます。

生物多様性の保全4.

※5   水源かん養  ／  雨水を 吸収し て水源を保ち、 あわせて河川の流量を 調整する機能。

※6   中山間地域  ／  国分・ 隼人地区の市街地を 除く 他の地域。

施策の目標達成のための基本事業
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　 環境学習の事例集やプログラ ム等の作成を 通じ 、学校における環境学習の基盤を 整

備する と と も に、霧島市環境美化・ 河川環境保全推進員等と 連携し 、環境問題に関す

る 知識を 持っ た人材（ 環境学習ボラ ン ティ ア）の発掘・ 育成に努め、社会教育や学校教

育の場において積極的に活用し ます。

　 また、アダプト 制度※7や環境イ ベン ト の開催等を 通じ て 、N PO ※8  等の活動の場を 提供す

る と と も に、環境保全活動の内容を 広く 紹介する こ と によ り 、市民の関心と 理解を 深めま

す。

環境保全意識の向上5.

▶

▶

▶

▶

▶

森林の整備や海岸の美化活動等に積極的に参加し ましょ う 。

自動車の過剰な利用を控え、エコド ライブ ※9 を実践し ましょ う 。また、徒歩や自

転車、公共交通機関を利用し ましょ う 。

節水を心がけるとと もに、家庭でできる生活排水対策を実践し ましょ う 。

生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来生物を 野外へ遺棄・ 放逐・ 植栽し

ないよう にし ましょ う 。

市やN PO等の団体が開催する自然体験学習会や講演会等に参加し ましょ う 。

市民

※7   アダプト 制度  ／  地域の住民や企業等が里親と なり 、河川や道路などの一定の公共の場所を 養子に見立てて、 わが子のよう
に愛情を 持っ て面倒を 見て美化活動を 行い、行政がこ れを 支援する制度。

※8   N PO   ／  非営利活動法人（ N o n  Pro f it O rg an iza tio n の略称）。ボラ ンティ ア活動などの社会貢献活動を行う 、営利を 目的と
し ない団体を 指す。

※9   エコ ド ラ イ ブ  ／  燃費向上のために自動車などのユーザーが行う 様々な施策や、 そう し た配慮を 行っ た運転のこ と 。

市民・ 企業等が参加する 植林教室 水生生物による水質調査

政策２ 　 く ら し 　 みどり あふれる 快適で 暮らし 続けたいまち づく り
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　 ごみの分別・ 資源化は、市民に定着し つつあり ますが、本市のごみの排出量は増加

傾向にあり 、山林、河川、海岸等への不法投棄は後を 絶たない状況です。また、宅地開発

やアパート ・ マン ショ ン の新築等に伴う ごみ収集所の新設等によ り 、運搬コ スト も 増

大する 傾向にあり ます。

　 こ のよ う な状況を 踏まえ、４Ｒ の推進によ る 廃棄物の減量化や、環境美化推進員、環

境保全協会と の連携によ る不法投棄の未然防止対策を 強化する こ と により 、 ごみ処理

施設等の負荷軽減を 図る と と も に、環境への負荷を でき る 限り 低減し た循環型社会を

形成し ていく 必要があり ます。

　 地球温暖化対策は喫緊の課題と なっ ており 、2 0 1 5（ 平成2 7 ）年にはCO P2 1 ※3にお

いて、今後の地球温暖化対策の法的枠組みを ま と めた「 パリ 議定書」が採択さ れま し

た。

　 本市においても 、地球温暖化の主な原因と さ れる 二酸化炭素などの温室効果ガス ※4

の排出量の削減目標を 掲げ、低公害車の導入支援や植林活動、再生可能エネルギー発

電設備の導入促進など の取組を 進めていますが、さ ら に、事業者によ る 温室効果ガス

排出削減に向けた取組や、 ラ イ フ スタ イ ルの見直し など市民一人ひと り の取組を 促進

し ていく 必要があり ます。

※1   4 Ｒ   ／  リ サイ ク ル（ 再生利用）、 リ ユース（ 再使用）、 リ デュ ース（ 発生抑制）、 リ フ ュ ーズ（ 発生回避）。

※2   再生可能エネルギー  ／  石油・ 石炭などの限り あるエネルギーに対し て、一度利用し ても 比較的短期間に再生が可能であり 、
資源が枯渇し ないエネルギーの総称。

※3   CO P2 1 パリ 議定書  ／  2 0 1 5 （ 平成2 7 ）年1 2 月にフ ラ ン ス・ パリ で 開催さ れた 気候変動枠組条約第2 1 回締約国会議
（ CO P2 1 ）で採択さ れ、翌年1 1 月に発効し た、地球温暖化対策を 定めた国際的な枠組み。世界的な平均気温上昇を 産業革命以前に
比べて２ ℃より 十分低く 保つと と も に、 1 .5 ℃に抑える努力を 追求するこ と が掲げら れている。

※4   温室効果ガス  ／  温室効果を 持つ大気中に拡散さ れた気体。代表的な温室効果ガスである二酸化炭素やメ タ ンガスのほかフ
ロンガスなど人為的な活動により 大気中の濃度が増加の傾向にある。

施策

地球にやさ し い循環型社会の形成2-2

施策の現状と 課題

施策で目指す姿

　 4 Ｒ ※1活動の普及啓発により 、ごみの減量化を推進すると と も に、不法投棄の防

止やごみ処理施設の安定的な運営等により 、廃棄物の適正な処理を推進し ます。

　 また、市民及び事業者等に、更なる省エネ活動の実践や再生可能エネルギー※2

の利用を促し 、低炭素なラ イ フ ・ ビジネススタ イ ルの定着を目指し ます。
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政
策
２

成 果 指 標

環境基本計画

一般廃棄物処理計画

分別収集計画

地球温暖化対策実行計画

環境衛生課

環境衛生課

環境衛生課

環境衛生課

2 0 1 8 -2 0 2 7

2 0 1 8 -2 0 2 7

2 0 17 -2 0 2 1

2 0 1 8 -2 0 2 2

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2827計画 期間（ 西暦）個別計画名 担当課

関 連
個別計画

政策２ 　 く ら し 　 みどり あふれる 快適で 暮らし 続けたいまち づく り

日頃から ごみを減ら すよう にし ている市民

の割合A

市民一人1 日当たり の家庭系ごみの排出量B

リ サイ ク ル率C

再正可能エネルギー導入容量D

市の事務事業に由来する温室効果ガス

排出量E

成果指標

減少の抑制を
目指します

増加の抑制を
目指します

更なる減少を
目指します

更なる増加を
目指します

2 0 14

6 2 0

6 0 0

6 4 0

6 6 0

2 015 2 0162 0132 0 12

63 8

6 55

633

6 4 56 4 4

（ g /人日）

市民一人1 日当たり の家庭系ごみの排出量

85.0%

現状値
（ 年・ 年度）

目標値
（ 2022年・ 年度）

75.0%

（ 2017）

633g /人日

（ 2016）
620g /人日

17.1%

（ 2016）

42,461.48t-CO2

（ 2016）

392,399kW

21.0%

189,520kW

（ 2016）

36,735t-CO2

■ 関連データ
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施策

地球にやさ し い循環型社会の形成2-2

　 家庭ごみの減量化・ 資源化を 推進する ため、環境保全協会、地区自治公民館等と 連

携し て、４Ｒ ※5  活動を 推進し 、資源の有効活用を 図り ます。

　 また、市民自ら が「 ごみの排出者」である こ と への認識を 促すと と も に、リ サイ ク ル

製品の積極的な利用、買物でのマイ バッ グの持参、食品の食べき り ・ 使いき り 等の普

及啓発に努めます。

　 さ ら に、事業者に対し ては、リ サイ ク ル製品の製造、販売、使用等や４ Ｒ 活動の推進

によ り 廃棄物の排出抑制や減量化を 促し ます。

ごみの減量化・ 資源化1.

　 ごみの適正な排出を 推進する ため、 ごみ分別促進アプリ「 さ んあ～る 」等の周知啓

発を 行う など、分別収集活動の支援に努めます。

　 また、環境美化推進員や環境保全協会と 連携し て環境パト ロ ールを 行い、不法投棄

の未然防止に努めます。

　 さ ら に、ごみ処理施設等の適正な維持管理に努め、安定的で効率的な廃棄物処理を

行う と と も に、近年のごみ搬入量の増加や施設の老朽化等に対応する ため、必要な措

置を 講じ ます。

ごみの適正な排出・ 処理2.

　 本市の豊かな自然環境、生活環境、景観等の保全に十分配慮し 、住民等の理解が得ら

れた、太陽光、風力、水力、地熱、 バイ オマ ス ※6 等の再生可能エ ネルギー※7 発電設備に

ついて導入を 促進し ます。

　 また、環境教育・ 環境学習の充実や環境情報の提供などによ り 、環境に配慮し たラ イ

フ スタ イ ルへの転換を 促し 、家庭や事業所における 温室効果ガス ※8の抑制を 図り ます。

　 さ ら に、間伐等によ り 、森林の適切な 管理を 促進する と と も に 、地域住民や企業な

ど、多様な主体によ る 市民参加の森林づく り を 推進し ます。

地球温暖化対策の推進3.

※5   4 Ｒ   ／  リ サイ ク ル（ 再生利用）、 リ ユース（ 再使用）、 リ デュ ース（ 発生抑制）、 リ フ ュ ーズ（ 発生回避）。

※6   バイ オマス  ／  再生可能な生物由来の有機性資源（ 化石燃料は除く ）。

※7 　 再生可能エネルギー  ／  石油・ 石炭などの限り あるエネルギーに対し て 、一度利用し ても 比較的短期間に再生が可能であ
り 、資源が枯渇し ないエネルギーの総称。

※8   温室効果ガス  ／  温室効果を 持つ大気中に拡散さ れた気体。代表的な温室効果ガスである二酸化炭素やメ タ ンガスのほかフ
ロンガスなど人為的な活動により 大気中の濃度が増加の傾向にある。

施策の目標達成のための基本事業
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2 

地
球
に
や
さ
し
い
循
環
型
社
会
の
形
成

政
策
２

▶

▶

▶

▶

▶

必要なも のを必要な量だけ買う よう にするなどして、できるだけごみの発生

を 少なく し ましょ う 。

ごみを 排出する際は、生ごみの水切り をし っかり 行い、資源物は正し く 分別し

ましょ う 。

不用品は、リ サイクルショ ッ プなどを 活用して再使用さ れるよう に努め、また、

再生品を 使った環境にやさ し い製品を 選びましょ う 。

エコド ラ イ ブ
※9 

の実践や公共交通機関等の利用、不要な 電灯の消灯など 、

家庭でできる省エネ活動をし ましょ う 。

市やN PO
※10 

等の団体が開催する 環境学習会や環境保全活動に参加し 、地

球温暖化防止のために、ラ イフスタ イルの見直し を 考えましょ う 。

市民

※9   エコ ド ラ イ ブ  ／  燃費向上のために自動車などのユーザーが行う 様々な施策や、 そう し た配慮を行っ た運転のこ と 。

※1 0   N PO   ／  非営利活動法人（ N o n  Pro f it O rg an iza tio n の略称）。ボラ ンティ ア活動などの社会貢献活動を 行う 、営利を 目的
と し ない団体を指す。

※6 エコ ド ラ イ ブ

※7 N PO

家庭ごみの収集

圧縮成型さ れリ サイ ク ルさ れるアルミ 缶

政策２ 　 く ら し 　 みどり あふれる 快適で 暮らし 続けたいまち づく り
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　 本市は、こ れまで、市営住宅の計画的な建替えなど の住環境の整備、幹線道路・ 生活

道路の整備や維持管理、水の安定供給と 効率的な汚水処理など、市民生活に密着し た

基盤整備を 進めてき まし たが、こ れら の生活基盤は、今後、限ら れた行政資源の中で、少

子高齢化の進行を はじ めと する 社会経済情勢の変化を 踏まえた、よ り 効率的で効果的

な整備が求めら れています。

　 また、多く の生活基盤施設において、老朽化に伴う 大規模な改修や更新の時期を 迎

えている こ と から 、予防・ 保全的な維持管理によ り 長寿命化を 図る と と も に、有効活

用を 推進し 、更新費用の縮減を 図る必要があり ます。

　「 第４ 次産業革命※3」（ Io T※4、ビ ッ グデータ ※5、ロ ボッ ト 、シェ アリ ングエコ ノ ミ ー等）

は、 あら ゆる 社会生活を 劇的に変革する 可能性を 有し ています。

　 一方、条件不利地域等においては、情報通信基盤の整備が進みにく く 、超高速ブロ ー

ド バン ド が未整備の地域が依然と し て残っ ており 、地域間で情報格差が生じ ている た

め、 その解消に向けた調査研究を 進めていく 必要があり ます。

※1   超高速ブロード バンド   ／  FTTH （ 光フ ァ イ バ回線）、 LTE（ 携帯電話通信規格のひと つ）及び伝送速度3 0 M b p s以上のケー
ブルイ ンタ ーネッ ト 。

※2   バイ パス  ／  市街地などの混雑区間を 迂回、又は、峠・ 山間部などの狭隘区間を短縮するための道路。

※3   第４ 次産業革命  ／  2 0 1 0 年代現在、 デジタ ル技術の進展と 、 あら ゆるモノ がイ ンタ ーネッ ト につながるIo Tの発展により 、
限界費用や取引費用の低減が進み、新たな経済発展や社会構造の変革を 誘発さ れると 議論さ れる。

※4   Io T  ／  コ ン ピ ュ ータ やスマート フ ォ ン など の情報通信機器に限ら ず、全ての「 モノ 」がイ ン タ ーネッ ト につながる こ と 。
In te rn e t o f Th in g s の略。

※5   ビッ グデータ   ／  ICTの進展により 生成・ 収集・ 蓄積等が容易になる多種多様のデータ 。

※6   シェ アリ ングエコ ノ ミ ー  ／  個人等が保有する活用可能な資産等を、 イ ンタ ーネッ ト 上のマッ チングプラ ッ ト フ ォ ームを
介し て他の個人等も 利用可能と する経済活性化活動。

施策

快適生活の基盤づく り の推進2-3

施策の現状と 課題

施策で目指す姿

　 市民が快適さ と 暮ら し やすさ を 実感し 、安心し て住み続けら れる まち の実現

を目指し ます。

　 そのため、市営住宅の長寿命化、土地区画整理事業による住環境の整備や超高

速ブロード バンド ※1の整備促進、上下水道施設等の計画的な整備・ 改修、耐震化

等に努めます。

　 また、幹線道路のバイ パス※2 整備、地域の拠点施設を結ぶアク セス道路の整備

など市内の道路網の強化や円滑な交通環境の確保に努めます。

※6



第 二 次 霧島 市 総 合 計 画

61

3 

快
適
生
活
の
基
盤
づ
く
り
の
推
進

政
策
２

成 果 指 標

都市計画マスタ ープラン

公共下水道事業計画

特定環境保全公共下水道事業計画

下水道事業経営戦略

公営住宅等長寿命化計画

建築物耐震改修促進計画

橋梁長寿命化修繕計画

道路ト ンネル個別施設計画

新水道ビジョ ン

都市計画課

下水道課

下水道課

下水道課

建築住宅課

建築指導課

建設施設管理課

建設施設管理課

水道管理課・ 水道工務課

2 0 1 0 -2 0 2 0

2 0 16 -2 0 2 2

2 0 16 -2 0 2 2

2 0 18 -2 0 2 7

2 0 17 -2 0 2 6

2 0 18 -2 0 2 6

2 0 12 -2 0 2 1

2 0 17 -

2 0 17 -2 0 2 8

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2827計画期間（ 西暦）個別計画名 担当課

関 連
個別計画

政策２ 　 く ら し 　 みどり あふれる 快適で 暮らし 続けたいまち づく り

ゆと り ある住みやすいまちであると 感じ て

いる市民の割合A

市道の改良率（ 規格改良済／実延長）B

水洗化率

（ 水洗化［ 接続］人口／供用開始区域人口）C

超高速ブロード バンド 整備率D

耐震化率（ 水道管）E

成果指標

2 015

1,96 8 ,0 0 0

1,966 ,0 0 0
2 016 2 0172 0142 013

1,969,413

1,970,321

1,971,135

1,969,374

1,968 ,498

（ m ）

1,970 ,0 0 0

1,972 ,0 0 0

国道・ 県道・ 市道の延長（ ｍ）

減少の抑制を
目指します

増加の抑制を
目指します

更なる減少を
目指します

更なる増加を
目指します

60.0%

現状値
（ 年・ 年度）

目標値
（ 2022年・ 年度）

57.4%

（ 2017）

47.4%

（ 2017）
48.0%

83.3%

（ 2015）

23.6%

（ 2016）

88.6%

92.0%

29.6%

82.1%

（ 2016）

■ 関連データ
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施策

快適生活の基盤づく り の推進2-3

　 市営住宅の既存スト ック※7 の有効活用・ 改善等や老朽化住宅の除去を 推進する と と

も に、現行の耐震基準が施行さ れる前に建築さ れた建築物の耐震化及び有害な吹付け

アスベスト の分析調査への支援等を 通じ 、住環境の安全性の向上に努めます。

　 また、麓第一地区、浜之市地区及び隼人駅東地区における 土地区画整理事業につい

ては、早期完成を 目指し ます。

　 さ ら に、下水道認可区域については、計画的な下水道整備を 推進し 、供用開始区域の

接続率の向上を 目指し ます。

良質な住環境の整備1.

　 建設現場へのICT※8の導入など、新たな整備手法を 視野に入れながら 、交通環境の整

備や改善に向けた取組を 推進し ます。

　 特に、市街地の渋滞を 解消する ため、国道・ 県道の整備に関する 要望活動を 継続的

に行う と と も に、幹線道路のバイ パス※9 道路や地域の拠点施設を 結ぶアク セス道路等

の整備を 推進し 、道路ネッ ト ワーク の構築を 図り ます。

　 また、道路施設や橋梁・ ト ンネルなどの個別施設ごと に策定する 長寿命化計画等に

基づき 、予防保全対策及び補修等を 計画的に実施し ます。

道路ネット ワークの構築と 道路施設の維持2.

　 光フ ァ イ バー等の超高速ブロ ード バンド ※10 や第５ 世代移動通信システム（ ５ Ｇ ）※11 

などの情報通信基盤について、調査研究し 、国、県及び事業者と 連携し ながら 整備を 促

進し ます。

　 また、ICTの効果的な活用について情報収集を 行う と と も に、こ れら を 活用し た地域

課題の解決に向けた取組を 支援し ます。

地域情報化の推進3.

　 水需要の減少、老朽施設の増加に伴う 更新需要の増大、地震などの自然災害への対

応を 図るため、「 安全」、「 強靭」、「 持続」の３ つの観点から 、「 安全でおいし い水を 供給す

る 水道」、「 自然災害や事故等によ る 被害を 最小限にと どめ、迅速に復旧でき る 水道」、

「 健全かつ安定的な事業運営が可能な水道」を 目指し ます。

安全で良質な水の安定供給4.

※7   既存スト ッ ク   ／  こ れまでに整備さ れた基盤施設や公共施設、建築物等の都市施設。

※8   ICT  ／  情報通信技術のこ と 。情報通信分野の機械や装置に関する技術から それら を利活用する技術まで広い概念で用いら
れている。

※9   バイ パス  ／  市街地などの混雑区間を迂回、又は、峠・ 山間部などの狭隘区間を 短縮するための道路。

※1 0   超高速ブロード バンド   ／  FTTH（ 光フ ァ イ バ回線）、LTE（ 携帯電話通信規格のひと つ）及び伝送速度3 0 M b p s以上のケー
ブルイ ンタ ーネッ ト 。

※1 1   第５ 世代移動通信システム（ ５ Ｇ ）  ／  超高速を 実現するだけでなく 、多数同時接続や超低遅延と いっ た、従来技術にない
特徴を有し ており 、全てのモノ がイ ンタ ーネッ ト に接続さ れるIo T時代に不可欠な基盤技術と し て期待さ れている。

施策の目標達成のための基本事業
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快
適
生
活
の
基
盤
づ
く
り
の
推
進

政
策
２

▶

▶

道路の清掃、草払いなどの環境保全活動へ協力し まし ょ う 。

道路の異常や漏水などを発見した場合は、関係機関に速やかに通報しましょ う 。

▶

▶

▶

生活に必要なラ イフライン（ 水道、電気、ガス、通信など）を 提供する 事業者

は、安全快適で安定し たサービス等の提供に努めましょ う 。

住宅や商店街、事業所等におけるユニバーサルデザイン
※12 

の導入に取り

組みましょ う 。

通信事業者は、ブロード バンド 整備地域における安定的な通信環境の維

持及び加入促進に努めましょ う 。

市民

事業者等

※1 2   ユニバーサルデザイ ン  ／  バリ アフ リ ーが障壁を 取り 除いていく と いう 考え方であるのに対し､ ユニバーサルデザイ ン
は障害の有無､年齢､性別､人種等に関わら ず全ての人々が利用し やすいよう ､ あら かじ め都市や生活環境を デザイ ンする と いう
積極的な考え方。

田口団地

し ら さ ぎ橋

政策２ 　 く ら し 　 みどり あふれる 快適で 暮らし 続けたいまち づく り
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　 本市は、霧島市都市計画マスタ ープ ラ ン 等に基づき、地域の特性を 踏まえた計画的

な土地利用や利用者の視点に立っ た公園・ 広場等の整備に取り 組んでき まし たが、人

口減少・ 少子高齢化が進行する 中、今後更に、日常生活が一定のエリ アで完結し 、地域

の活力が維持でき る持続可能なまち づく り が求めら れます。

　 また、霧島市景観条例や霧島市景観計画に基づき、本市の特性を 生かし た良好な景

観の保全や新たな景観形成に向けた取組を 推進し ていますが、近年増加する 太陽光発

電設備の設置など 、多様化する 社会情勢の変化に適切に対応し 、市民、事業者等と の協

働によ る良好な景観づく り を 推進し ていく 必要があり ます。

　 さ ら に、近年の少子高齢化や過疎化の進行によ り 、適切に管理さ れていない空き 家

が増加し ており 、建物の倒壊など の保安上の危険性に加え、防災・ 防犯、公衆衛生、景

観への影響など、問題がよ り 深刻化・ 多極化し 、市民生活への悪影響がますます顕在

化する こ と が予想さ れます。そのため、所有者等に対し 、具体的な管理方法などに関す

る 情報提供を 徹底すると と も に、空き 家の有効活用を 支援し ていく 必要があり ます。

施策

地域特性に応じ た魅力ある空間
の形成

2-4

施策の現状と 課題

施策で目指す姿

　 魅力ある空間の形成を図るため、社会経済環境の変化に対応し た、快適で利便

性の高い、き め細やかな土地利用や利用者の視点に立っ た公園づく り を 推進す

ると と も に、自然や歴史・ 文化などの地域の特性を生かし た個性豊かで魅力ある

景観の形成を図り ます。

　 また、少子高齢化や過疎化の進展などによ り 増加し ている空き 家の有効活用

を促進し 、美し いまちなみの形成に努めます。
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※1   都市公園  ／  都市公園法に基づき 、国、都道府県、市区町村が設置管理し ている公園。

政策２ 　 く ら し 　 みどり あふれる 快適で 暮らし 続けたいまち づく り

4 

地
域
特
性
に
応
じ
た
魅
力
あ
る
空
間
の
形
成

政
策
２

成 果 指 標

都市計画マスタ ープラン

空家等対策計画

景観計画

緑の基本計画

都市計画課

建築指導課

都市計画課

都市計画課

2 0 1 0 -2 0 2 0

2 0 17-2 0 2 2

2 0 12 -

2 0 13 -2 0 2 1

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2827計画期間（ 西暦）個別計画名 担当課

関 連
個別計画

地域に合っ た景観整備がなさ れ、街並みが

良好だと 感じ る市民の割合A

地域に合わせた土地利用がなさ れ、秩序ある

開発が行われていると 考える市民の割合B

空き 家の利活用件数C

都市公園※1内の更新及び新設し た施設数D

成果指標

減少の抑制を
目指します

増加の抑制を
目指します

更なる減少を
目指します

更なる増加を
目指します

37.8 3 9 .1

2 8 .9

3 6 .93 6 .1

2 015
0 .0

3 0 .0

2 0 .0

1 0 .0

4 0 .0

5 0 .0

6 0 .0

2 0 16 2 0172 0142 013

（ % ）

地域に合わせた土地利用がなさ れ、

秩序ある開発が行われていると 考える市民の割合

50.0%

現状値
（ 年・ 年度）

目標値
（ 2022年・ 年度）

40.6%

（ 2017）

28.9%

（ 2017）
45.0%

2件

（ 2016）

5件

12件

2件

（ 2016）

■ 関連データ
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施策

地域特性に応じ た魅力ある空間の形成2-4

　 社会経済環境の変化に適応し 、地域の特性を 生かし たまち の活力を 生み出す土地利

用を 推進し ます。

　 また、建築物に関する 関係法令への適合について、申請に基づく 審査・ 検査や定期

的なパト ロ ールを 適切に実施し 、安全・ 安心で快適なまち づく り を 目指し ます。

　 さ ら に、都市計画区域※2及び用途地域※3については、必要に応じ て見直し を 行い、適

正な土地利用の規制・ 誘導を 進め、秩序あるまち なみの形成を 図り ます。

地域にあった土地利用の規制・ 誘導1.

　 地域性等を 考慮し 、利用者の視点に立っ た多様なニーズに対応し た公園づく り を 進

め、公園緑地の充実を 図ると と も に、公園施設の定期的な点検を 実施し 、利用者の安全

確保に努めます。

　 また、地域住民と 連携し た公園の維持管理を 推進し ます。

公園・ 広場等の整備と 適切な維持管理2.

　 景観形成の必要性に関する 普及啓発を 行う と と も に、市民及び事業者等と 連携し 、

地域における景観づく り 活動を 推進し ます。

　 また、景観法、屋外広告物法等による 規制、誘導等の仕組みを 活用し た良好な景観を

実現するための取組を 推進し ます。

良好な景観の形成3.

　 危険廃屋の解体撤去に関する 補助制度の周知を 強化し 、危険廃屋の撤去を 促進し 、

周辺住民の安全を 確保し ます。

　 また、空き 家バンク 制度※4 の充実を 図り 、所有者への活用促進と 、必要と する方々へ

の情報提供を 行い、空き 家の有効活用を 推進し ます。

　 さ ら に、管理不全の空き 家の所有者に対する 指導等を 実施する こ と で、適正な管理

を 促し ます。

空き 家対策の推進4.

※2   都市計画区域  ／  都市計画法やその他の関係法令の適用を 受けるべき 土地の区域。市街地を 含み、かつ、自然的・ 社会的条件、人口・
土地利用・ 交通量などの現況・ 推移を 勘案し て、一体の都市と し て総合的に整備、開発、保全する必要のある区域が指定さ れる。

※3   用途地域  ／  快適な都市環境を 形成する土地利用の基本的な枠組みで、住居系、商業系、工業系など全 1 2  種類の用途地域がある。

※4   空き 家バン ク 制度  ／  空き 家を 売り たい又は貸し たい所有者や管理者と 、居住するために空き 家を買いたい又は借り たい方と の
マッ チングを 支援する制度。

施策の目標達成のための基本事業
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4 

地
域
特
性
に
応
じ
た
魅
力
あ
る
空
間
の
形
成

政
策
２

▶

▶

▶

公園・ 広場等の清掃、草払いなどの環境保全活動へ協力し ましょ う 。

景観に関心を 持つと と も に、身近な住環境の向上のためにできること に取り

組みましょ う 。

所有者又は管理者は、空き 家の適正管理に努めましょ う 。

▶

▶

関連法規（ 建築基準法等）を 遵守し ましょ う 。

景観や近隣と の調和に配慮し たまちなみの形成に努めましょ う 。

市民

事業者等

国分の市街地

上小川地区コ ミ ュ ニティ 広場

政策２ 　 く ら し 　 みどり あふれる 快適で 暮らし 続けたいまち づく り



68

　 近年、地球温暖化に起因する 突発的で局地的な豪雨や、台風の大型化によ る 記録的

な大雨等によ る 土砂災害・ 冠水被害が発生し ている ほか、新燃岳・ 御鉢の噴火に伴う

火山災害等が懸念さ れています。

　 こ のよ う な状況を 踏まえ、市総合防災訓練等によ る 関係機関等と の連携強化を 図る

と と も に、地域の現状に合っ た地区防災計画の作成や各種避難訓練等を 通し た自主防

災組織の活性化を 推進し 、市民の防災意識の向上や地域防災力の強化を 図っ ていく 必

要があり ます。

　 また、近年、火災の発生件数は減少傾向にあり ますが、高齢化の進行や生活形態の多

様化など に伴い、火災態様や救助・ 救急需要が複雑に変化し ている こ と から 、消防団

と の連携によ り 、火災予防啓発活動の強化を 図る と と も に、救急現場に居合わせた際、

誰も が的確な応急手当や救命措置ができ る よ う 、救命講習等を 推進し ていく 必要があ

り ます。

　 さ ら に、 がけ地に近接する など、危険な場所にある 住宅の移転促進のための情報の

周知や災害危険箇所の整備を 図ると と も に、治水対策の計画的な実施により 、防災・ 減

災対策を 推進し ていく 必要があり ます。

施策

危機管理・ 防災力の充実と
防災意識の向上

2-5

施策の現状と 課題

施策で目指す姿

　 市民の生命・ 財産を守るため、災害に備えた危機管理と 防災力の充実、強化を

図り ます。

　 また、市民と の連携による総合的な防災対策に取り 組みます。
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5 

危
機
管
理
・
防
災
力
の
充
実
と
防
災
意
識
の
向
上

政
策
２

成 果 指 標

霧島市地域防災計画

霧島市国民保護計画

安心安全課

安心安全課

2 0 0 7 -

2 0 0 7 -

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2827計画 期間（ 西暦）個別計画名 担当課

関 連
個別計画

政策２ 　 く ら し 　 みどり あふれる 快適で 暮らし 続けたいまち づく り

防災に対する何ら かの取組を行っ た

市民の割合A

災害時の避難先を 知っ ている市民の割合B

救命講習等を 受講し た市民の割合C

火災の年間発生件数（ ５ 年間の平均）D

成果指標

減少の抑制を
目指します

増加の抑制を
目指します

更なる減少を
目指します

更なる増加を
目指します

8 4 .6 8 6 .1

7 2 .4

81 .6
7 9 .6

2 015

6 0 .0

5 0 .0

7 0 .0

8 0 .0

9 0 .0

2 0 16 2 0172 0142 013

（ % ）

防災に対する何ら かの取組を行っ た市民の割合

86.1%

85.0%

現状値
（ 年・ 年度）

目標値
（ 2022年・ 年度）

72.4%
（ 2017）

80.0%
（ 2017）

56.6件
（ 2016）

9.0%

50.0件

8.3%
（ 2016）

■ 関連データ
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施策

危機管理・ 防災力の充実と 防災意識の向上2-5

　 災害から 市民の生命・ 財産を 守る ため、災害危険箇所の整備や治水対策を はじ めと

し た各種防災事業を 推進する と と も に、災害発生・ 災害予測時に、防災情報を 市民へ

スムーズに伝える ため、伝達方法の拡充等の環境整備を 図る こ と によ り 、災害に強い

防災基盤の整備に努めます。

　 また、災害発生後においては、被災箇所の被害拡大や二次災害※1の防止に努める と

と も に、早期復旧を 図り ます。

災害に強い防災基盤の整備と 災害復旧対策の推進1.

　 地域の連帯感や防災意識の高揚を 図る ため、出前講座※2や防災訓練等を 通じ て、子

ども を 含む幅広い年齢層に対し て 、災害時の対応行動や防災知識の普及啓発を 行う な

ど、防災対策の充実を 図り ます。

　 また、消防団員の高齢化等に伴い、消防団員の確保が喫緊の課題と なっ ている こ と

から 、特に、若者や女性の消防団への加入促進等を 通じ 、担い手の確保と 消防団活動の

活性化を 図り ます。

　 さ ら に、 がけ地に近接する など、危険な場所にある 住宅の移転促進を 図る ため、移

転に関する 支援制度の周知に努めます。

自助・ 共助を主体とし た地域防災力の強化2.

　 火災予防広報、防火教室及び講習会の開催等を 通じ 、火災発生の未然防止を 呼びか

ける と と も に、住宅火災から 生命・ 財産を 守る ため、住宅用火災警報器の設置や適切

な維持管理を 促進し ます。

　 また、緊急時において、救命率の高い救急活動が行える よ う 、救急隊員の知識・ 技能

の充実を 図る と と も に、市民に対する 応急手当の普及啓発のため、普通救命講習※3 等

の様々な講習を 行います。

　 さ ら に、災害事故に迅速・ 的確に対応する ため、消防職員及び消防団員への教育訓

練等を 通じ 人材育成を 図る と と も に、防災施設、消防資機材等の計画的な整備を 図り

ます。

火災の予防及び救急・ 救助体制の充実3.

※1   二次災害  ／  ある災害が起こ っ た後に、 それがも と になっ て起こ る別の災害。

※2   出前講座  ／  市職員が地域等に出向き 、市民を対象に市政等に関する理解を深めるために行う 講座。

※3   普通救命講習  ／  普通救命講習はⅠ～Ⅲがあり 、一般的な普通救命講習はこ のⅠを指す。  Ⅰは３ 時間の講習で、広く 一般市
民を 対象に、成人への救命処置（ 心肺蘇生法、 AEDを 用いた除細動）と 、気道異物除去や止血法などの応急手当が教授さ れる。

施策の目標達成のための基本事業
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5 

危
機
管
理
・
防
災
力
の
充
実
と
防
災
意
識
の
向
上

政
策
２

▶

▶

▶

▶

平常時から食糧備蓄や非常用持出袋の準備等の防災対策を 行う など、災害か

ら 身を守る行動を心がけましょ う 。

急病人、けが人が発生し たときには、応急手当や迅速な通報を行いましょ う 。

住宅用火災警報器の設置や適切な維持管理など、火災予防に取り 組みましょう。

地域の防災力向上のために、自主防災組織の活動に参加し ましょ う 。

▶

▶

災害時に被害を最小限にとどめるため、自主防災組織を育成・強化しましょう 。

防災訓練や各種防災知識の普及啓発活動をはじ め、市が行う 防災活動に

協力し ましょ う 。

市民

地域

女性消防団員による 訓練

消防局情報司令課高機能消防指令セン タ ー

防災訓練

政策２ 　 く ら し 　 みどり あふれる 快適で 暮らし 続けたいまち づく り
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　 本市の交通事故発生件数は、年々減少傾向にある も のの、高齢者の交通死亡事故は

上昇傾向にあり ます。そのため、高齢者を はじ めと し た交通安全教育の充実を 図る と

と も に、「 高齢者運転免許証自主返納制度」の活用の促進を 通じ 、高齢者が加害者と な

る 交通事故を 防いでいく 必要があり ます。

　 また、犯罪の発生件数は、近年減少傾向にある も のの依然と し て予断を 許さ ない状

況であり 、近年のスマート フ ォ ン 等の普及に伴い、イ ン タ ーネッ ト を 悪用し たサイ バー

犯罪※1の増加も 懸念さ れます。そのため、今後も 警察や関係機関と 連携を 図り ながら、

「 霧島市あんし ん・ あんぜん検定※2」を はじ めと する広報啓発活動や防犯パト ロール隊

の活動を 通じ 、地域の防犯力の強化を 図る と と も に、犯罪防止に配慮し た防犯灯・ 安

全灯のLED 化などの環境整備を 図る必要があり ます。

　 さ ら に、近年、高齢化の進行、高度情報化の進展等に伴い、消費者被害の内容等も 複

雑多様化し ています。そのため、消費者自身が被害に遭わないよ う 、知識や判断力を 高

める ための広報、啓発を 推進する と と も に、「 霧島市消費生活セン タ ー」の相談体制の

充実を 図り 、ト ラ ブルの未然防止や早期の救済に努める 必要があり ます。

施策

市民生活の安全性の向上2-6

施策の現状と 課題

施策で目指す姿

　 市民、警察、事業者等と 一体と なっ て交通安全運動や防犯活動を展開すると と

も に、消費者被害の未然防止及び被害拡大の防止に努めます。

※1   サイ バー犯罪  ／  情報技術を 利用し た犯罪。

※2   霧島市あんし ん・ あんぜん検定  ／  防犯、交通安全に関する知識の普及、情報の提供及び啓発活動のために毎年行われてい
る検定。
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6 

市
民
生
活
の
安
全
性
の
向
上

政
策
２

成 果 指 標

第10 次交通安全計画 安心安全課 2 0 16 -2 0 2 0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2827計画 期間（ 西暦）個別計画名 担当課

関 連
個別計画

政策２ 　 く ら し 　 みどり あふれる 快適で 暮らし 続けたいまち づく り

「 安心・ 安全に生活できる」と 感じ る

市民の割合A

霧島市消費生活センタ ーの認知度B

交通事故発生件数（ 人身・ 暦年）C

刑法犯罪認知件数（ 暦年）D

高齢者運転免許自主返納者数E

成果指標

減少の抑制を
目指します

増加の抑制を
目指します

更なる減少を
目指します

更なる増加を
目指します

6 9 0

741 74 0

8 4 9

931

2 0 14

7 0 0

6 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

2 015 2 0162 0132 012

（ 件）

刑法犯罪認知件数

60.0%

54.8%

現状値
（ 年・ 年度）

目標値
（ 2022年・ 年度）

50.8%

（ 2017）

48.8%

（ 2017）

740件

（ 2016）

392件

（ 2016）

674件

700件

420件

752件

（ 2016）

■ 関連データ
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施策

市民生活の安全性の向上2-6

　 交通安全意識の高揚を 図るために、年齢層に応じ た交通安全教室を 開催すると と も

に、警察及び各種団体と 連携し た交通安全キャ ンペーンや交通立哨※3 等を 積極的に実

施し ます。

　 特に、高齢者の交通事故が多発し ている こ と から 、高齢運転者の免許証の自主返納

を 促進する と と も に、高齢歩行者が犠牲と なる 事故を 防止する ため、夜光反射材の着

用等を 推進し ます。

　 また、道路反射鏡※4、防護柵等の交通安全施設の整備など道路環境の充実を 図り 、交

通事故が起こ り にく い環境整備に努めます。

交通安全対策の推進1.

　 警察や防犯協会等の関係機関と の連携や「 霧島市あんし ん・ あんぜん検定」の継続

的な実施を 通じ 、防犯に関する 情報発信や意識啓発を 図り 、「 自ら の安全は自ら で守

る」、「 地域の安全は地域で守る」と いう 防犯意識の高揚を 図り ます。

　 また、防犯パト ロ ール隊の自主的な活動を 支援する こ と で、地域の防犯力を 高める

と と も に、防犯設備（ 防犯灯・ 安全灯等）の計画的な整備を 行う こ と によ り 、犯罪の起

き にく い環境整備に努めます。

防犯対策の推進2.

　 市民が安心し て日々の消費生活を 送れる よ う 、メ ディ ア ※5 などを 活用し ながら 、消

費者ト ラ ブルの未然防止及び被害拡大防止などに向けた情報提供の充実を 図り ます。

　 また、複雑多様化する消費者ト ラ ブルの相談に適切に対応するため、「 霧島市消費生

活センタ ー」の認知度の向上を 図ると と も に、消費生活相談員の資質向上など 、相談体

制の充実を 図り ます。

健全な消費生活の推進3.

※3   交通立哨  ／  交差点等に立っ てド ラ イ バーや歩行者に交通安全への注意喚起を 促す、交通安全活動の一環の行動。

※4   道路反射鏡  ／  見通し の悪い交差点やカ ーブで、運転席から は見えない場所にいる車や歩行者の存在をし ら せる鏡。

※5   メ ディ ア  ／  新聞、雑誌、 テレ ビ、 ラ ジオなどの媒体。

施策の目標達成のための基本事業
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市
民
生
活
の
安
全
性
の
向
上

政
策
２

▶

▶

▶

日常生活の中で防犯を 意識し 、見守り 活動・ 防犯パト ロール等の防犯活動に

協力し 合いましょ う 。

交通ルールやマナーを 遵守し ましょ う 。

消費生活に関する知識の習得・ 情報収集などを 行い、自ら 消費者被害に遭わ

ないよう 備えましょ う 。

▶ 悪質な訪問販売等による 被害を 防ぐ ため、地域で高齢者等に対する情報

の共有や見守り を 行いましょ う 。

▶ 消費者が安心して商品やサービスの提供を 受けること ができるよう 、倫理

的な事業活動、情報開示を 行いましょ う 。
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政策２ 　 く ら し 　 みどり あふれる 快適で 暮らし 続けたいまち づく り


